
2026年６月24日（水曜日）午前10時
（受付開始予定：午前9時）

東京都千代田区平河町二丁目４番１号
都市センターホテル（日本都市センター会館内）
３階 コスモスホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役14名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

第103回
定時株主総会
招 集 ご 通 知

お知らせ

お土産の取り止めについて

日 時

場 所

決 議 事 項

証券コード：1301

議決権行使につきましては、書面（郵送）及び
インターネットによる行使もご活用ください。

株主総会ご出席株主様へのお土産のご提供を
取り止めさせていただいております。何卒ご理
解くださいますようお願い申し上げます。



食卓に、海のおいしさと、おどろきを。
株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は「人間尊重の経営を基本に、健康で心豊かな生活と食文化に貢献し社会と共

に成長することを目指します。」という企業理念のもと、ステークホルダーの皆様か
ら満足と信頼を得られるよう、グループ総力を挙げて事業活動に努めてまいりまし
た。

2025年度は、中期経営計画『Gear Up Kyokuyo 2027』の２年目として、海外
の生産・販売拠点の拡充による「事業基盤の拡充」や働きやすい職場環境の整備を通
じた「ステークホルダーとのパートナーシップの
強化」に取り組んでまいりました。

今年、中期経営計画は最終年度を迎えますが、
引き続き「魚を中心に、食で人と暮らしと地球に
よりそう サステナブルな世界へ」という企業パ
ーパスのもと、「魚に強いキョクヨー」を追求し、
ESGを重視したサステナビリティ経営を通じて、
持続可能な社会の実現に向けた責任を果たしなが
ら、企業価値の向上に邁進してまいります。

今後とも、皆様のご支援、ご協力のほどよろし
くお願い申し上げます。

代表取締役社長

井上 誠

株主の皆様へ
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招集ご通知
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証券コード：1301
2026年６月２日

（電子提供措置開始日 2026年５月30日）
株 主 各 位

東京都港区赤坂三丁目３番５号

代表取締役社長 井上 誠

第103回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第103回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下

記ウェブサイトに「第103回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を
掲載しております。

当社ウェブサイト：https://www.kyokuyo.co.jp
上記ウェブサイトにある「IR」「IRライブラリ」「株主総会関係」の順に選択してご

覧ください。
また、上記のほかインターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト：

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入

力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行
使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考
書類をご検討いただき、「議決権の行使方法のご案内」にしたがって、2026年６月
23日（火曜日）午後５時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上
げます。

敬 具
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記

１. 日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時
（受付開始時刻は午前９時を予定しております。）

２. 場 所 東京都千代田区平河町二丁目４番１号
都市センターホテル（日本都市センター会館内）
３階 コスモスホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目的事項
報告事項 １. 第103期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第103期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役14名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

招集にあたっての決定事項
議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権行使をされた場合、インターネットによる

議決権行使を有効なものといたします。
インターネットによる議決権行使を複数回された場合、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。
議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わ

せていただきます。
以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項

を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をし
た書類の一部であります。
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表
電子提供措置事項に修正が生じた場合、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。



詳細に
つきましては
次頁をご覧
ください。

議決権の行使方法のご案内
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議決権行使書を郵送する場合
期 限 2026年６月23日（火曜日）午後５時45分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。（上記の行使期
限までに到着するようご返送ください。）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がな
い場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットで行使する場合
期 限 2026年６月23日（火曜日）午後５時45分まで

議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/
パソコン又はスマートフォンから、上記の議決権行使サイトにアクセス
のうえ、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワ
ード」をご利用いただき、画面の案内にしたがって、上記行使期限まで
に賛否をご入力ください。
スマートフォンをご利用の株主様
スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」の入
力が不要になりました。
※詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

●インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱
わせていただきます。

●インターネットによって、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせ
ていただきます。またパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせてい
ただきます。

●議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。

株主総会へ出席する場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）
また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。



ログインID、パスワードを入力することなく、
議決権行使サイトにログインすることができます。 https://evote.tr.mufg.jp/議決権行使サイト

QRコードを読み取る方法 ログインID・パスワードを入力する方法

QRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右記
の「ログインID・パスワードを入力する方法」をご
確認ください。

見本

見本

※�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」
をクリック

1 スマートフォンで議決権行使書用紙の右下に
記載のQRコードを読み取ってください。

2 以降は、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

1 パソコン又はスマートフォンから、上記の議決権行
使サイトにアクセスしてください。

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権の行使システム等に
関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027�（通話料無料／受付時間�９：00～21：00）

議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立されました

合弁会社株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における
電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いた
だくことができます。
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株主総会参考書類
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議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては当期の業績等を勘案した結果、１株につき150円とさせて

いただきたいと存じます。
（1）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金150円 総額 1,793,074,500円

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月25日
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第２号議案 取締役14名選任の件
取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役14名（う

ち社外取締役５名）の選任をお願いするものであります。
候補者は次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社における地位及び担当

１ いの うえ まこと

井 上 誠 新 任 再 任 社 外 独 立 代表取締役社長

２ こん どう しげる

近 藤 茂 新 任 再 任 社 外 独 立 取締役副社長
社長補佐

３ ひ がき ひと し

檜 垣 仁 志 新 任 再 任 社 外 独 立 常務取締役
管理本部担当、管理本部長委嘱

４ やま ぐち けい ぞう

山 口 敬 三 新 任 再 任 社 外 独 立
取締役
生鮮事業セグメント管掌、生鮮事業本部担当、生鮮事業
本部長委嘱

５ み やま まさ き

三 山 正 樹 新 任 再 任 社 外 独 立
取締役
食品事業セグメント、水産加工事業セグメント管掌、食
品事業本部、水産加工事業本部担当、食品事業本部長、
水産加工事業本部長委嘱

６ お だ まさ ひこ

小 田 匡 彦 新 任 再 任 社 外 独 立 取締役
業務本部副本部長委嘱

７ た なか ゆたか

田 中 豊 新 任 再 任 社 外 独 立 取締役
大阪支社長委嘱
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候補者
番号 氏 名 現在の当社における地位及び担当

８ はっ とり あつし

服 部 篤 新 任 再 任 社 外 独 立
取締役
水産事業セグメント管掌、水産事業本部担当、水産事業
本部長委嘱

９ いし はら まこと

石 原 誠 新 任 再 任 社 外 独 立 執行役員社長室長

10 み うら まさ よ

三 浦 理 代 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

11 しら お み か

白 尾 美 佳 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

12 まち だ かつ ひろ

町 田 勝 弘 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

13 やま だ えい じ

山 田 英 司 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

14 なが の あさ こ

長 野 麻 子 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 独立役員候補者
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候補者番号

1
いの うえ まこと

井 上 誠 再 任
生年月日 1957年12月５日生
所有する当社株式の数 10,600株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980年４月 当社入社
2004年６月 当社水産部水産第３部長
2005年４月 当社水産部水産第２部長
2006年４月 当社水産冷凍食品部長
2010年６月 当社大阪支社長
2012年６月 当社取締役大阪支社長

2014年４月 当社取締役東京支社長
2015年４月 当社取締役調理冷凍食品部長
2015年６月 当社常務取締役調理冷凍食品部長
2016年４月 当社常務取締役
2017年６月 当社専務取締役
2018年６月 当社代表取締役社長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に水産・食品関連事業に従事し、水産冷凍食品部長、支社長、調理冷凍食品部
長、常務取締役、専務取締役を経て、2018年から代表取締役社長を務めており、当社におけ
る豊富な業務経験と水産・食品事業及び会社の経営全般に関する知見を有していることから、
引き続き取締役候補者としました。

候補者番号

２
こん どう しげる

近 藤 茂 再 任
生年月日 1958年12月８日生
所有する当社株式の数 7,500株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年４月 当社入社
2011年６月 当社海外事業部長
2015年６月 当社水産加工第３部長
2017年６月 当社取締役水産加工第３部長
2019年６月 当社常務取締役水産加工第３部長
2020年６月 当社常務取締役水産加工第２部長

2021年３月 当社常務取締役
2021年６月 当社専務取締役
2023年４月 当社専務取締役水産事業本部長
2024年４月 当社取締役副社長
2025年10月 当社取締役副社長、

水産加工事業本部長
2026年４月 当社取締役副社長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に海外駐在、水産関連事業に従事し、海外事業部長、水産加工第３部長、常務
取締役、専務取締役を経て、2024年から取締役副社長を務めており、当社における豊富な業
務経験とグローバルな事業経営及び水産事業に関する知見を有していることから、引き続き
取締役候補者としました。
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候補者番号

３
ひ がき ひと し

檜 垣 仁 志 再 任
生年月日 1962年８月17日生
所有する当社株式の数 2,500株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年４月 当社入社
2017年６月 当社経理部長
2020年６月 当社取締役経理部長

2021年４月 当社取締役経営管理部長
2022年６月 当社常務取締役経営管理部長
2024年３月 当社常務取締役
2026年４月 当社常務取締役管理本部長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主にシステム・経理関連業務に従事し、経理部長、経営管理部長を経て2022年か
ら常務取締役を務めており、当社における豊富な業務経験とシステムに関する高い見識及び
経理に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

候補者番号

４
やま ぐち けい ぞう

山 口 敬 三 再 任
生年月日 1962年１月８日生
所有する当社株式の数 2,200株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年４月 当社入社
2014年４月 当社品質保証部長
2016年４月 当社家庭用冷凍食品部長
2018年３月 当社常温食品部長
2020年６月 当社取締役常温食品部長
2021年４月 当社取締役市販食品本部長、

市販食品第２部長

2023年４月 当社取締役東京支社長
2024年３月 当社取締役生鮮事業本部長
2025年３月 当社取締役生鮮事業本部長、

鰹鮪事業部長
2025年10月 当社取締役生鮮事業本部長（現）
2025年11月 極洋水産㈱代表取締役会長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に海外駐在、食品関連業務に従事し、品質保証部長、家庭用冷凍食品部長、常
温食品部長、市販食品本部長、市販食品第２部長、東京支社長、生鮮事業本部長、鰹鮪事業
部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営及び食品事業に関
する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号

５
み やま まさ き

三 山 正 樹 再 任
生年月日 1966年３月30日生
所有する当社株式の数 1,200株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年４月 当社入社
2012年８月 Kyokuyo America Corporation

代表取締役社長
2017年６月 当社水産冷凍食品部長
2019年４月 当社札幌支社長
2021年３月 当社海外事業部長

2023年４月 当社執行役員生鮮事業本部長
2023年６月 当社取締役生鮮事業本部長
2024年３月 当社取締役水産事業本部長
2026年４月 当社取締役食品事業本部長、

水産加工事業本部長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に海外駐在、食品関連業務に従事し、当社グループ会社社長、水産冷凍食品部
長、札幌支社長、海外事業部長、生鮮事業本部長、水産事業本部長を務めるなど、当社にお
ける豊富な業務経験とグローバルな事業経営及び食品事業に関する知見を有していることか
ら、引き続き取締役候補者としました。

候補者番号

６
お だ まさ ひこ

小 田 匡 彦 再 任
生年月日 1966年７月12日生
所有する当社株式の数 500株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな

銀行）入行
2008年10月 同行長後支店お客様サービス部長
2012年１月 同行横浜南エリア営業第三部長
2014年１月 同行江戸川南支店統括部長
2016年10月 同行ローン管理部長

2020年６月 当社入社
当社企画部長

2021年４月 当社人事部長
2023年４月 当社執行役員人事部長
2024年６月 当社取締役人事部長
2026年４月 当社取締役業務本部副本部長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験を有し、また、入社以来、企画
部長、執行役員人事部長を務めるなど、当社の実情に通じていることから、引き続き取締役候
補者としました。
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候補者番号

7
た なか ゆたか

田 中 豊 再 任
生年月日 1961年８月20日生
所有する当社株式の数 5,300株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年４月 当社入社
2010年８月 当社大阪支社冷凍食品部長
2016年４月 当社調理冷凍食品部長
2018年６月 当社取締役調理冷凍食品部長

2021年４月 当社取締役業務食品本部長、
業務食品第１部長、
ロジスティクス本部長

2022年６月 当社取締役業務食品本部長、
ロジスティクス本部長

2023年４月 当社取締役大阪支社長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に食品関連業務に従事し、調理冷凍食品部長、業務食品本部長、業務食品第１
部長、ロジスティクス本部長、大阪支社長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と食
品・物流サービス事業に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としまし
た。

候補者番号

８
はっ とり あつし

服 部 篤 再 任
生年月日 1965年７月16日生
所有する当社株式の数 1,400株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４月 当社入社
2016年６月 当社水産加工第２部長
2020年６月 当社東京支社長

2023年４月 当社執行役員食品事業本部長
2023年６月 当社取締役食品事業本部長
2026年４月 当社取締役水産事業本部長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に水産商事関連業務に従事し、水産加工第２部長、東京支社長、食品事業本部
長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と水産事業に関する知見を有していることか
ら、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号

９
いし はら まこと

石 原 誠 新 任
生年月日 1963年10月11日生
所有する当社株式の数 4,300株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 当社入社
2008年８月 Kyokuyo America Corporation

代表取締役社長
2021年３月 当社水産第２部長

2023年４月 当社執行役員海外事業部長
2024年４月 当社執行役員海外事業本部長、

海外事業部長
2025年10月 当社執行役員社長室長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に海外駐在、水産商事関連業務に従事し、当社グループ会社社長、水産第２部
長、執行役員海外事業本部長、執行役員社長室長を務めるなど、当社における豊富な業務経
験とグローバルな事業経営及び海外事業、水産事業、当社経営に関する知見を有しているこ
とから取締役候補者としました。

候補者番号

10
み うら まさ よ

三 浦 理 代 再 任 社 外 独 立
生年月日 1946年５月16日生
所有する当社株式の数 700株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1970年４月 女子栄養大学助手
1995年４月 同大学助教授
2001年４月 同大学教授
2003年１月 同大学実践栄養学科長

2009年１月 同大学学務部長
2015年６月 当社取締役(現)
2017年４月 女子栄養大学名誉教授(現)

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と
知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今
後も同氏の永年の経験と知見を基に、取締役会の意思決定に際して適切な指導をしていただ
くことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
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候補者番号

11
しら お み か

白 尾 美 佳 再 任 社 外 独 立
生年月日 1960年２月28日生
所有する当社株式の数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年４月 国立公衆衛生院（現 国立保

健医療科学院）特別研究員
2002年４月 実践女子短期大学助教授

2014年４月 実践女子大学教授（現）
2020年６月 当社取締役（現）

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識から、取
締役会において専門的立場から適切な意見をいただいており、今後も同氏の知識や経験等を
経営に反映し、監督機能を発揮していただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候
補者としました。

候補者番号

12
まち だ かつ ひろ

町 田 勝 弘 再 任 社 外 独 立
生年月日 1953年11月15日生
所有する当社株式の数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1976年４月 農林水産省入省
2009年７月 水産庁長官
2010年７月 農林水産省事務次官
2013年５月 （一社）JA共済総合研究所

理事長
2016年３月 日本中央競馬会副理事長

2020年３月 JRAファシリティーズ㈱
代表取締役会長

2021年６月 当社取締役（現）
2022年４月 JRAファシリティーズ㈱

顧問
2022年６月 明治機械㈱社外取締役（監

査等委員）

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経
験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、
業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役
候補者としました。
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候補者番号

13
やま だ えい じ

山 田 英 司 再 任 社 外 独 立
生年月日 1955年７月18日生
所有する当社株式の数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1978年４月 日本電信電話公社（現 日

本電信電話㈱）入社
2001年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ

（現 ㈱NTTデータグループ）
金融システム事業本部
金融ビジネス企画本部長

2002年４月 同社ビジネス開発事業本部
決済ビジネス事業部長

2004年５月 同社決済ソリューション事業本部
副事業本部長

2005年６月 同社執行役員
2011年６月 同社取締役常務執行役員
2012年６月 同社代表取締役副社長執行役員
2015年６月 同社顧問

日本電子計算㈱代表取締役社長
2017年６月 ㈱千葉興業銀行社外取締役（現）
2021年６月 当社取締役（現）

日本電子計算㈱顧問
2022年６月 平和不動産㈱社外取締役（現）

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められるなど、システム開発の経験や実績
を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとと
もに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与し
ていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
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候補者番号

14
なが の あさ こ

長 野 麻 子 再 任 社 外 独 立
生年月日 1971年12月11日生
所有する当社株式の数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年４月 農林水産省入省
2010年４月 水産庁水産経営課課長補佐
2011年２月 内閣府食品安全委員会事務局

総務課課長補佐
2013年１月 食料産業局バイオマス循環資源課

食品産業環境対策室長
2015年４月 大臣官房広報評価課報道室長
2017年 7 月 同省大臣官房広報評価課長

2018年７月 林野庁林政部木材利用課長
2021年７月 同省大臣官房新事業・食品産業部

新事業・食品産業政策課長
2022年８月 ㈱モリアゲ代表取締役社長（現）
2024年６月 当社取締役（現）
2025年３月 ㈱ファーマインド社外取締役（現）
2025年５月 ㈱もりまち社外取締役（現）

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

永年にわたり農林水産省の要職を歴任され、また、森林業コンサルタント事業により培われ
た豊富な知識と経験を有しており、サステナビリティの専門的な立場から助言や指導をして
いただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくこと
が期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。

（注）1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．現在当社の取締役である各候補者の当社における担当は、事業報告「4.（1）取締役及び監査役の氏名等」に記載のとおりで

あります。
3．三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子の５氏は社外取締役候補者であります。
4．三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子の５氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5．本総会終結の時をもって、三浦理代氏の当社社外取締役就任期間は11年、白尾美佳氏の当社社外取締役就任期間は６年、町田

勝弘及び山田英司の両氏の当社社外取締役就任期間は５年、長野麻子氏の当社社外取締役就任期間は２年となります。
6．当社は三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第

423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額
としております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
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■取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）
本議案が承認可決された場合、当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより

構成されることになります。

経営全般 業界知見 IT
法務・

コンプライ
アンス

財務・
会計

行政・
学術研究 国際性 サステナビリ

ティ

井上 誠 ● ● ●

近藤 茂 ● ● ●

檜垣 仁志 ● ● ● ● ●

山口 敬三 ● ●

三山 正樹 ● ●

小田 匡彦 ● ●

田中 豊 ●

服部 篤 ●

石原 誠 ● ● ●

三浦 理代 ●

白尾 美佳 ●

町田 勝弘 ● ● ●

山田 英司 ● ●

長野 麻子 ● ● ● ● ●

なお、上記の一覧表は各氏の経験等をふまえ、より専門的な知見を有する分野を示しており、
有する全ての知見を表すものではありません。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであ

ります。
なお、本議案の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任

を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
候補者は次のとおりであります。

しも だ いち ろう

下 田 一 郎 社 外 独 立
生年月日 1972年９月18日生
所有する当社株式の数 0株

略歴及び重要な兼職の状況
2005年10月 弁護士登録

長谷川俊明法律事務所勤務
2011年４月 松井・下田法律事務所開設
2015年１月 下田総合法律事務所開設
2020年１月 下田法律税務事務所開設（現）

補欠社外監査役
候補者とした理由

会社の取締役又は監査役等として経営に関与されておりませんが、弁護士としての専門領域
における知識と経験を有していることから、監査役に就任された場合に、当社の慣行にとら
われない企業社会全体を踏まえた客観的な判断を下していただけるものと考え、補欠社外監
査役候補者としました。

（注）1．下田一郎氏は社外監査役候補者であり、就任した場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
2．下田一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
3．下田一郎氏が監査役に就任された場合、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任

を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とし
ます。
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■取締役候補者及び補欠監査役候補者にかかる役員等賠償責任保険契約について
当社は、優秀な人材を確保し、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、以下の

内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年12月に更新を予定しており
ます。第２号議案（取締役14名選任の件）でお諮りする取締役の各氏のうち再任予定の候補者
については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となりま
す。また、新任の候補者については、選任後被保険者となります。第３号議案（補欠監査役１名
選任の件）でお諮りする補欠監査役候補者については、監査役に就任後被保険者となります。

【役員等賠償責任保険契約の内容の概要】
（１）被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料については特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担は
ありません。

（２）填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当

該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等につ
いて填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の
免責事由があり、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を講じています。

以 上
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や経済対策効果を背景に、緩
やかな景気回復基調で推移しました。一方、米国の政策動向や不安定な国際情勢による経済への
影響が懸念され、依然として先行き不透明な状況が続きました。
水産・食品業界におきましては、原材料価格をはじめ生産コストが増加するなか、物価上昇に

よる消費者の節約志向が高まり、厳しい経営環境が続きました。
このような状況のなか、中期経営計画『Gear Up Kyokuyo 2027』（2024年度〜2026年

度）の２年目として、「魚を中心に、食で人と暮らしと地球によりそう サステナブルな世界へ」
という企業パーパスのもと、「事業基盤」の拡充、「財務基盤」と「ステークホルダーとのパート
ナーシップ」の強化を進め、目標達成に向け取り組んでまいりました。

セグメント別の事業概況は以下のとおりです。

（水産事業セグメント）
国内販売は、水産物市況が高値で推移するなか、物価上昇による消費マインドの低下により主

力のサケやエビを中心に全体の販売量は減少しました。一方で、高額商材の魚卵・カニは買付、
販売の商談が順調に進み、年末商戦などで販売が増加しました。
ホタテは海外における底堅い需要が継続し、堅調に推移しました。市況が大幅に上昇したサバ

は、販売量は減少したものの、加工品を中心に売上は伸長しました。また、北洋魚の拡販に努め
て、シマホッケ、スケソウダラ加工品などの販売が伸長し売上に寄与しました。
海外事業について、輸出は国内で加工したホタテ製品、加工原料用や飼料用のサバ、イワシな

どの販売が伸長しました。海外現地事業では前年買収した会社が売上に貢献するとともに、タイ
での寿司種などの販売が好調に推移、北米や欧州の現地法人も取り扱いを増やすなど事業規模が
拡大しました。しかしながら、原料供給不足により欧州の加工場の稼働率が低下したことや米
国・ベトナムの新規工場稼働に伴う先行費用の発生などにより事業全体の利益は計画を下回りま
した。
この結果、売上は前期を上回りましたが、利益は前期を下回りました。水産事業セグメントの

売上高は1,950億39百万円（前期比15.6％増）、営業利益は57億50百万円（前期比5.9％減）と
なりました。
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（生鮮事業セグメント）
マグロは、養殖コストの増加や円安の影響で相場上昇のなかではありましたが、計画通りの販

売量となり、冷凍クロマグロ、キハダマグロ、インドマグロ、加工品を中心に伸長し、売上・利
益ともに拡大しました。海外まき網事業は、上半期に漁獲量の減少により苦戦したものの、下半
期は漁獲量の回復と市況の上昇により、通期では、売上は伸長しましたが、利益の減少を賄うこ
とはできませんでした。
養殖事業は、自社グループで生産している国産養殖マグロの品質の優位性を活かして、販売の

拡大に努めました。
寿司種をはじめとする生食商材は、回転すし向けの販売の増加によって、売上・利益とも伸長

しました。
この結果、売上・利益とも前年を上回りました。生鮮事業セグメントの売上高は717億25百

万円（前期比8.9％増）、営業利益は38億56百万円（前期比6.7％増）となりました。

（食品事業セグメント）
業務用冷凍食品は、骨なし切り身などについて、安価な海外商品との競争激化や原料高による

値上げにより、売上・利益とも減少したものの、一方で、カニ風味かまぼこやエビフリッターな
どのフライ商品は販売量が増加し、前期並みの売上・利益を確保しました。
市販用冷凍食品は、水産原料価格の上昇によりコンビニエンスストア向けを中心に定番の煮

魚・焼魚商品の苦戦が続き、売上は減少しました。収益面は、生産コストや販売費の上昇により
利益が圧迫され減益となりました。
缶詰は、カツオ、イワシ缶の販売は減少しましたが、主力のサバ缶のほかマグロ缶、サンマ缶

の販売は伸長し、売上・利益とも増加しました。
おつまみ・珍味製品は、価格改定により売上高が減少し、原材料価格の上昇が続き、販売費も

増加したことから、利益は減少しました。
この結果、売上は前期並みとなりましたが、利益は前期を上回りました。食品事業セグメント

の売上高は655億28百万円（前期比0.6％減）、営業利益は25億34百万円（前期比3.6％増）と
なりました。

（物流サービスセグメント）
冷蔵倉庫事業においては、入庫数量・荷動きの増加により売上が伸長しました。利用運送事業

については、経費等コストを反映した価格改定を進め利益改善を図りました。
この結果、売上・利益とも前期を上回りました。物流サービスセグメントの売上高は17億37

百万円（前期比4.2％増）、営業利益は3億47百万円（前期比18.0％増）となりました。
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以上の結果、当社グループの売上高は3,346億12百万円（前期比10.5％増）、営業利益は107
億31百万円（前期比3.1％減）、経常利益は100億31百万円（前期比7.6％減）、親会社株主に帰
属する当期純利益は68億41百万円（前期比1.5％増）となりました。
なお、当社単体の売上高は2,960億97百万円（前期比8.5％増）、営業利益は98億71百万円

（前期比2.3％増）、経常利益は99億85百万円（前期比3.2％増）、当期純利益は57億44百万円
（前期比20.6％減）となりました。

2023年3月期
実績

2024年3月期
実績

2025年3月期
実績

2026年3月期
実績

2027年3月期
予想値

売上高 2,721億円 2,616億円 3,026億円 3,346億円 3,650億円
営業利益 81億円 88億円 110億円 107億円 120億円
経常利益 81億円 88億円 108億円 100億円 110億円
海外売上高比率 9.3％ 8.3％ 10.8％ 16.4％ 17.0％
配当性向（連結） 18.5％ 18.2％ 22.9％ ＊26.0％ 26.4％
１株当たり配当金 100円 100円 130円 ＊150円 160円

（注） 1．2023年3月期実績の１株当たり配当金には、創立85周年記念配当10円が含まれております。
2．＊印は、本定時株主総会で承認可決された場合の数値であります。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資額は30億9百万円であります。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度におきましては、事業運転資金に充当するため短期借入や短期社債（電子Ｃ

Ｐ）の発行を行い、設備投資資金や安定資金確保を目的に、長期借入金64億56百万円を調達し
ました。
（4）対処すべき課題

国内においては、所得・賃金の上昇は期待されるものの、原材料価格の高騰や円安を要因とし
た物価高の継続により消費者の消費意欲の低下が進むと見込まれ、金融政策においては、日銀に
よる政策金利引き上げが想定されます。
世界的には、中東情勢をはじめ地政学リスクや米国等の政策による経済への影響など不透明感

の増大が予測されます。世界的な水産資源の動向については、天然資源の減少・枯渇が懸念され
るなか、人口増加、健康志向の高まりにより需要の増加が見込まれております。
このような事業環境において、当社グループは、取引先との関係を強めて、安定的な原料調達

と商品提案力の強化により持続的な成長に努めます。さらに、海外での収益性の向上により、一
層の事業規模の拡大と利益伸長を図ります。財務面においては、不透明な事業環境のなか、環境
変化に耐えうる財務基盤の拡充を目指してまいります。



事業基盤（生産拠点、販売拠点等）の拡充
財務基盤（安定的な利益の獲得、多様な資金調達等）の強化
ステークホルダー（お客様、お取引先様）とのパートナーシップの強化

魚を中心に、食で人と暮らしと地球によりそう
サステナブルな世界へ

パーパス

グローバル化
拠 点
マーケット
商 品

４つの事業
水産事業
生鮮事業
食品事業
海外事業

人財、組織

変化への対応
エンゲージメント

強化・拡大

強いキョクヨーへ
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中期経営計画『Gear Up Kyokuyo 2027』の概要
「魚を中心に、食で人と暮らしと地球によりそう サステナブルな世界へ」という企業パーパ

スのもと、「事業基盤」の拡充、「財務基盤」・「ステークホルダーとのパートナーシップ」の強化
を図りながら、「人財・組織」、「4つの事業」、「グローバル化」の3つの視座で施策を実行してま
いります。詳細は当社ウェブサイトをご参照ください。
（https://www.kyokuyo.co.jp/files/gearupkyokuyo2027.pdf）
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各セグメントの施策は次のとおりであります。
なお、第104期より、水産事業セグメントで取り扱っていた魚の切身、フィーレ商品と食品事

業セグメントで取り扱っていた「だんどり上手」シリーズを主に取り扱う水産加工事業セグメン
トを新設いたします。

水産事業セグメントでは、サプライヤーとの取組強化や出資などによって調達力と資源アクセ
ス力を高めて、水産物の安定供給体制を構築します。「魚の極洋」として情報量と提案力を強み
に、主要魚種トップレベルの取り扱いを確保し、事業の拡大を図ります。
海外においては、「海外でつくり海外で売る」方針のもと、現地法人各社と本社の連携強化に

より、売上高の増加と利益の向上に努めてまいります。

水産加工事業セグメントでは、水産事業での原料調達力と食品事業の販売力を活かして、ニー
ズを先取りした商品提案を行うことで、事業の拡大を目指してまいります。また、海外工場にお
いて、「だんどり上手」シリーズの魚の切身などの生産の拡大を図ります。

生鮮事業セグメントでは、カツオ・マグロの漁獲・原料調達から加工・販売までの一気通貫体
制の強みを活かし、事業の拡大を図ります。取引先の海外展開にあわせて、グループ内の連携強
化によって、ニーズを的確に捉えた商品提案により、主力商材の販売を増加し、事業の成長を進
展させていきます。
養殖においては、短期養殖の取り組みの推進やグループ全体の連携強化でシナジーを高めて事

業の安定化を図ります。

食品事業セグメントでは、ローコストオペレーションを徹底し、中食・内食向けの商品開発と
販売を進めます。業務用は、簡便性を備えた商品や新商品開発など当社グループ工場製品の販売
を伸ばしていきます。市販用は、西日本エリアの基幹工場として、極洋食品㈱倉吉工場の生産能
力を増強し、物流経費の削減などで競争力を高め事業の拡大を図ってまいります。常温食品は、
新たに投入した魚肉ソーセージやツナパウチ商品の販売に注力し、今後も積極的に新規カテゴリ
に挑戦していきます。

物流サービスセグメントでは、運送会社・荷主の情報収集を強化し、保管と配送のセットでの
提案により売上拡大を図るとともに、積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、パレット輸送等荷役
時間の短縮など事業効率性を高めてまいります。
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財務内容の強化のために、収益性を重視した在庫管理を行うことで、在庫の利益貢献度を高め
て資本を積み上げるとともに、キャッシュ・フローの創出に努めて、負債と資本のバランスを意
識した財務運営を行います。調達面においては、事業運営・成長投資に必要となる資金の調達力
と多様化により財務基盤の拡充を目指します。
また、ステークホルダーとのパートナーシップ強化策として、積極的なコミュニケーションや

サステナビリティを意識した取り組みを行い、お客様には安心・安全でおいしい食の提供を、取
引先には有効な販売戦略や商品開発を通じて、株主・投資家には情報開示と安定的な配当を通じ
て、信頼関係の構築を図ってまいります。



第103期
（当期）

第100期第99期 第101期 第102期

■ 売上高 （単位：百万円）

第103期
（当期）

第100期第99期 第101期 第102期

■ 経常利益 （単位：百万円）

6,904

■ 親会社株主に帰属する
当期純利益 （単位：百万円）

第103期
（当期）

第100期 第101期第99期 第102期

■ １株当たり当期純利益
（単位：円）

第103期
（当期）

430.83

第99期 第102期第101期第100期

■ 総資産 （単位：百万円）

第103期
（当期）

130,460

第99期 第100期 第101期 第102期

■ 純資産 （単位：百万円）

第103期
（当期）

42,174

第101期第99期 第100期 第102期

253,575 8,182
5,782

4,634

539.10

146,301
46,966

272,167 261,604 8,856 5,936

548.61

160,720 58,860

302,681
10,857

567.48
182,125 68,355

6,740334,612 10,031

576.02 214,128 78,868

6,841
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（5）企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第99期

( 20212022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

第100期
( 20222023

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

第101期
( 20232024

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

第102期
( 20242025

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

第103期
( 20252026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 253,575 272,167 261,604 302,681 334,612
経常利益 6,904 8,182 8,856 10,857 10,031
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,634 5,782 5,936 6,740 6,841

１株当たり当期純利益 430円83銭 539円10銭 548円61銭 567円48銭 576円02銭
総資産 130,460 146,301 160,720 182,125 214,128
純資産 42,174 46,966 58,860 68,355 78,868
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金

（百万円）
議決権比率
（％）

主 要 な 事 業 内 容

キョクヨー秋津冷蔵㈱ 80 100 冷蔵倉庫業
極洋商事㈱ 60 100 水産物・農畜産物等の買付販売

極洋食品㈱ 100 100
（10.0） 冷凍食品・チルド食品の製造

極洋水産㈱ 192 100 海外まき網漁業、カツオ・マグロの加工
及び冷蔵倉庫業

キョクヨー総合サービス㈱ 10 100 保険代理店業
キョクヨーフーズ㈱ 30 100 冷凍食品・チルド食品の製造
極洋フレッシュ㈱ 90 100 マグロその他水産物等の加工及び販売
キョクヨーマリン愛媛㈱ 60 100 マグロその他水産物の養殖・加工及び販売

キョクヨーマリンファーム㈱ 30 100
（16.7） マグロその他水産物の養殖・加工及び販売

指宿食品㈱ 50 95
（10.0） カツオその他水産物等の加工及び販売

インテグレート・システム㈱ 50 55 ソフトウェアの開発及び保守
㈱エィペックス・キョクヨー 50 100 水産加工品・惣菜品の製造及び販売
海洋フーズ㈱ 40 100 サケその他水産物等の加工及び販売
㈱クロシオ水産 5 70 マダイその他水産物の養殖及び販売
㈱ジョッキ 60 100 海産物珍味の製造及び販売
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会 社 名 資 本 金
（百万円）

議決権比率
（％）

主 要 な 事 業 内 容

Kyokuyo America Corporation
（米国）

千米ドル
15,600 100 水産物等の買付販売

青島極洋貿易有限公司
（中国）

千米ドル
200 100 水産物等の買付販売

Kyokuyo Europe B.V.
（オランダ）

千ユーロ
250 100 欧州子会社の統括・管理

KYOKUYO GLOBAL
SEAFOODS Co.,Ltd.
（タイ）

百万バーツ
350 100 冷凍食品の製造及び販売

Kyokuyo Vina Foods Co.,Ltd.
（ベトナム）

百万ドン
225,000 100 冷凍食品・水産加工品の製造

（注）1．当社の連結子会社は上記20社を含む36社であり、持分法適用関連会社は1社です。
2．議決権比率の（ ）内は、間接所有割合（内数）であります。

③事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（7）企業集団の主要な事業内容（2026年3月31日現在）
事業の種類別

セグメントの名称 主要な事業内容

水産事業 当社及びKyokuyo America Corporation他において水産物の買付及び加工、販売を
行っております。

生鮮事業
当社他において寿司種や刺身などの生食商材の加工及び販売を行っております。カツ
オ・マグロ等については、当社及び極洋水産㈱他において漁獲、養殖、買付を行ってお
ります。

食品事業 当社、極洋食品㈱及び㈱ジョッキ他において業務用冷凍食品、市販用冷凍食品・缶詰・
海産物珍味の製造及び販売を行っております。

物流サービス キョクヨー秋津冷蔵㈱他において冷蔵倉庫事業等を行っております。
その他 キョクヨー総合サービス㈱他において保険代理店業等を行っております。
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（8）企業集団の主要な営業所及び工場等

㈱極洋

本社 東京都港区

支社 札幌市・仙台市・東京都港区・名古屋市・大阪市・
広島市・福岡市

研究所 宮城県塩釜市

キョクヨー秋津冷蔵㈱
本社・事業所 東京都大田区

事業所 東京都大田区・福岡市
極洋商事㈱ 本社 東京都港区

極洋食品㈱
本社・工場 宮城県塩釜市

工場 青森県八戸市・茨城県ひたちなか市・鳥取県倉吉市
極洋水産㈱ 本社・工場 静岡県焼津市
キョクヨー総合サービス㈱ 本社 東京都港区
キョクヨーフーズ㈱ 本社・工場 愛媛県北宇和郡松野町
極洋フレッシュ㈱ 本社・工場 東京都江戸川区
キョクヨーマリン愛媛㈱ 本社 愛媛県南宇和郡愛南町
キョクヨーマリンファーム㈱ 本社 高知県幡多郡大月町
指宿食品㈱ 本社・工場 鹿児島県指宿市
インテグレート・システム㈱ 本社 東京都中央区
㈱エィペックス・キョクヨー 本社・工場 兵庫県姫路市
海洋フーズ㈱ 本社・工場 茨城県神栖市
㈱クロシオ水産 本社 高知県幡多郡大月町

㈱ジョッキ
本社 東京都練馬区
工場 埼玉県本庄市・北海道北斗市・北海道函館市

Kyokuyo America Corporation 本社 Seattle,Washington,U.S.A.
青島極洋貿易有限公司 本社 Qingdao,China
Kyokuyo Europe B.V. 本社 Luchthaven Schiphol,The Netherlands
KYOKUYO GLOBAL
SEAFOODS Co.,Ltd. 本社・工場 Samut Sakhon,Thailand

Kyokuyo Vina Foods Co.,Ltd.
本社 Ho Chi Minh City,Vietnam
工場 Tay Ninh Province,Vietnam
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（9）従業員の状況
①企業集団の従業員の状況

事業の種類別
セグメントの名称 従業員数（人） 前連結会計年度末比増減（人）

水産事業 984 186
生鮮事業 517 △62
食品事業 784 △79
物流サービス 77 3
その他 85 1
全社（共通） 95 17

合 計 2,542 66
（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（期中平均雇用人員2,180人）は含んでおりません。

②当社の従業員の状況
区 分 人 員 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

職

員

人 人 歳 月 年 月
男 538 20 43 11 19 0
女 231 15 36 1 10 10

計 又 は
平 均 769 35 41 7 16 6

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（期中平均雇用人員71人）は含んでおりません。

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 残 高

百万円
㈱りそな銀行 19,029
農林中央金庫 14,719
㈱三菱UFJ銀行 11,995
三井住友信託銀行㈱ 7,349

（注）当連結会計年度における借入残高は71,614百万円であります。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 43,700,000株
（2）発行済株式の総数 12,078,283株

（内、自己株式数 124,453株）
（3）株主数 32,536名
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 1,418 11.86
㈱りそな銀行 523 4.37
農林中央金庫 445 3.72
㈱日本カストディ銀行 379 3.17
東洋製罐グループホールディングス㈱ 315 2.63
中村 格彰 171 1.43
極洋秋津会 155 1.30
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５７８１ 146 1.22
極洋従業員持株会 144 1.21
岩崎 泰次 142 1.18

（注）1．持株数は千株未満を、持株比率は小数点第3位をそれぞれ切り捨てて表示しております。
2．上記株式のうち日本マスタートラスト信託銀行㈱全株及び㈱日本カストディ銀行全株は、信託業務に係る株式であります。
3．持株比率は、自己株式（124,453株）を控除して計算しております。なお、自己株式には役員株式給付信託の導入に際して設

定した㈱日本カストディ銀行が所有する当社株式76,547株を含めておりません。
4．極洋秋津会は当社取引先持株会であります。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

井 上 誠 代 表 取 締 役 社 長
近 藤 茂 取 締 役 副 社 長 （社長補佐、海外事業部、水産加工事業本部担当、水産加工

事業本部長委嘱）
木 山 修 一 専 務 取 締 役 （物流サービスセグメント管掌、コンプライアンス担当、監

査部、人事部、商品開発本部、品質保証部、生産管理部、
ロジスティクス部担当、キョクヨー秋津冷蔵㈱代表取締役
会長）

檜 垣 仁 志 常 務 取 締 役 （経営管理部、ＳＲ推進部、総務部、情報システム部、業務
部担当）

田 中 豊 取 締 役 （大阪支社長委嘱）
山 口 敬 三 取 締 役 （生鮮事業セグメント管掌、生鮮事業本部担当、生鮮事業本

部長委嘱、極洋水産㈱代表取締役会長）
服 部 篤 取 締 役 （食品事業セグメント管掌、食品事業本部担当、食品事業本

部長委嘱）
三 山 正 樹 取 締 役 （水産事業セグメント管掌、水産事業本部担当、水産事業本

部長委嘱）
小 田 匡 彦 取 締 役 （人事部長委嘱）
三 浦 理 代 取 締 役 （女子栄養大学名誉教授）
白 尾 美 佳 取 締 役 （実践女子大学教授）
町 田 勝 弘 取 締 役
山 田 英 司 取 締 役 （㈱千葉興業銀行社外取締役、平和不動産㈱社外取締役）
長 野 麻 子 取 締 役 （㈱モリアゲ代表取締役社長、㈱ファーマインド社外取締役、

㈱もりまち社外取締役）
佐 々 木 力 常 勤 監 査 役

＊ 福 嶌 茂 常 勤 監 査 役
傍 島 康 之 監 査 役

＊ 鈴 木 淳 二 監 査 役
（注） 1．＊印は、2025年６月25日開催の定時株主総会で新たに選任され就任した監査役であります。

2．2025年6月25日付にて、監査役菅野洋一氏は辞任により退任いたしました。
3．2025年6月25日付にて、監査役西浜正幸氏は任期満了により退任いたしました。
4．地位、担当及び重要な兼職の状況は、2026年３月31日現在であります。
5．現任取締役のうち三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子の５氏は、社外取締役であります。
6．現任監査役のうち佐々木力及び福嶌茂の両氏は、社外監査役であります。
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7．取締役三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子の５氏並びに監査役佐々木力氏は、東京証券取引所に対し、
独立役員として届け出ております。

8．監査役佐々木力及び福嶌茂の両氏は、金融機関における永年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おります。

9．2026年４月１日付の機構改正にて次のとおり異動がありました。

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

近 藤 茂 取 締 役 副 社 長 （社長補佐）
木 山 修 一 専 務 取 締 役 （物流サービスセグメント管掌、コンプライアンス担当、業

務本部担当、業務本部長委嘱、キョクヨー秋津冷蔵㈱代表
取締役会長）

檜 垣 仁 志 常 務 取 締 役 （管理本部担当、管理本部長委嘱）
服 部 篤 取 締 役 （水産事業セグメント管掌、水産事業本部担当、水産事業本

部長委嘱）
三 山 正 樹 取 締 役 （食品事業セグメント、水産加工事業セグメント管掌、食品

事業本部、水産加工事業本部担当、食品事業本部長、水産
加工事業本部長委嘱）

小 田 匡 彦 取 締 役 （業務本部副本部長委嘱）
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（2）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のと

おりです。
当社取締役の報酬は、取締役が中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献

意識を高めることを目的とし、バランスを考慮した報酬体系とすることを基本方針とする。具体
的には、取締役の報酬は、ア．固定の基本報酬、イ．業績連動型株式報酬で構成する。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役については、固定の基本報酬のみとする。
ア．固定の基本報酬

月例の固定報酬とし、各取締役の職責に基づき決定する。
イ．業績連動型株式報酬

中期経営計画の目標指標である連結売上高と連結営業利益の達成度合いに応じ、事業年度
ごとに各取締役に付与するポイントを決定し、そのポイントに基づき、退任時に信託を通じ
て当社株式を支給する。

また、決定方針は、取締役会が決定しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の固定の基本報酬の額は、2024年６月25日開催の第101回定時株主総会において年額

600百万円以内（うち社外取締役分は年額80百万円以内）と決議されております（使用人兼務
取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名（うち社
外取締役５名）です。また、当該基本報酬とは別枠で、2023年６月27日開催の第100回定時株
主総会において、業績連動型株式報酬の額を３年間で270百万円以内、株式数を３年間で
54,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は８名です。
監査役の金銭報酬の額は2021年６月25日開催の第98回定時株主総会において年額70百万円

以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。



35

③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬決定についてのプロセスの客観性と透明性を確保するため、個人別の固定の基本

報酬額については、取締役会決議に基づき、社内取締役及び独立社外取締役で構成される指名・
報酬委員会にその決定を委任することとし、その委任する権限の内容は、各取締役の職責に基づ
き、各取締役の固定の報酬額を決定する権限としております。また、業績連動型株式報酬につい
ては、取締役会の決議により定めた取締役株式給付規程に従って、指名・報酬委員会が事業年度
ごとに各取締役に付与するポイント（株式数）を決定しております。
指名・報酬委員会は取締役報酬の基本方針に則った報酬の決定を行った旨を取締役会へ報告し

ており、この手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその
内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役としております。当事業年度にお

ける指名・報酬委員会の体制は下記のとおりです。
井上 誠 （代表取締役 社長）
三浦 理代 （社外取締役）
町田 勝弘 （社外取締役）

④業績連動報酬等に関する事項
業績連動型株式報酬は株主総会の決議に基づき、事業年度ごとに中期経営計画の目標指標であ

る連結売上高と連結営業利益の達成度合いに応じて算出した業績連動係数に取締役の役位別に定
めた基本ポイントを乗じ、各取締役に付与するポイントを算定し、そのポイントに基づき、退任
時に信託を通じ当社株式を支給しております。当該業績指標を算定の基礎とした理由は、取締役
の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の持続的向上を促すことが期待できると判
断したためであります。なお、当事業年度における業績連動型株式報酬制度に係る指標の計画値
は、連結売上高350,000百万円、連結営業利益12,500百万円で、実績は連結売上高334,612百
万円、連結営業利益10,731百万円です。
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⑤取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬

取締役
(うち社外取締役)

469
（53）

428
（53）

41
（−） − 14

（５）
監査役

(うち社外監査役)
66

（51）
66

（51） − − ６
（３）

合計 535 494 41 − 20
（注）業績連動報酬（非金銭報酬）として取締役に対して株式報酬を交付しております。当社株式報酬の交付状況は2.会社の株式に関す

る事項に記載のとおりであります。

（3）社外役員に関する事項
①取締役 三浦理代
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

該当事項はありません。
イ．他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。
ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
エ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会16回中16回の全てに出席し、食品栄養学の専門家としての永
年の知見から発言・助言を行っております。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験
と知見から、取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいてお
ります。また、指名・報酬委員会の委員として、当該事業年度に開催された委員会２回中
２回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や報酬の決定過程に
おける監督機能を果たしていただいております。
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②取締役 白尾美佳
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

該当事項はありません。
イ．他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。
ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
エ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会16回中16回の全てに出席し、食品衛生学や食育に関する専門
的立場から発言・助言を行っております。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有さ
れており、専門的立場からご指導いただくとともに、知識や経験等を経営に反映し、監督
機能を発揮していただいております。

③取締役 町田勝弘
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

該当事項はありません。
イ．他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。
ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
エ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会16回中16回の全てに出席し、経験豊富な経営者の観点から発
言・助言を行っております。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
永年にわたり農林水産省において要職を務められ、また研究機関により培われた豊富な経
験と高い学識を有されており、専門的立場からご指導いただくとともに、知識や経験等を
経営に反映し、監督機能を発揮していただいております。また、指名・報酬委員会の委員
として、当該事業年度に開催された委員会２回中２回の全てに出席し、客観的・中立的立
場で当社の役員候補者の選定や報酬の決定過程における監督機能を果たしていただいてお
ります。
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④取締役 山田英司
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

該当事項はありません。
イ．他の法人等の社外役員の兼任状況

㈱千葉興業銀行社外取締役、平和不動産㈱社外取締役
ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
エ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会16回中15回に出席し、経験豊富な経営者の観点から発言・助
言を行っております。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められるなど、システム開発の豊富な経
験や実績を背景とした経営者としての高い見識を有されており、専門的立場からご指導い
ただくとともに、知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただいておりま
す。

⑤取締役 長野麻子
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

㈱モリアゲ代表取締役社長
イ．他の法人等の社外役員の兼任状況

㈱ファーマインド社外取締役、㈱もりまち社外取締役
ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
エ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会16回中15回に出席し、経験豊富な経営者の観点から発言・助
言を行っております。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
永年にわたり農林水産省の要職を歴任され、また、森林業コンサルタント事業により培わ
れた豊富な知識と経験を有しており、サステナビリティの専門的な立場からご指導いただ
くとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な意見をいただいております。
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⑥監査役 佐々木力
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

該当事項はありません。
イ．他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。
ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
エ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会16回及び監査役会16回の全てに出席し、永年にわたる金融機
関業務による知見から発言・助言を行っております。

⑦監査役 福嶌茂
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

該当事項はありません。
イ．他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。
ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
エ．当事業年度における主な活動状況

就任後、当事業年度開催の取締役会13回及び監査役会13回の全てに出席し、永年にわた
る金融機関業務による知見から発言・助言を行っております。

(4)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、各社外取締役及び各社外監査役との間に、同法

第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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(5)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締

結しております。当該保険契約では、特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執
行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのあ
る損害及び訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行っ
た行為の場合等一定の免責事由があり、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を講じ
ています。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社グループ子会社の取締役及び監査役であ
り、その保険料については特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担
はありません。なお、当社は、１年ごとの契約更新をしており、次回更新時には同内容での更新
を予定しております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

井上監査法人

（2）報酬等の額
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 49百万円
②当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額 49百万円

（注）1．当社監査役会は、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定
時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分してお
りませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。
なお、当社の重要な子会社のうちKyokuyo America Corporation、Kyokuyo Europe B.V.、KYOKUYO GLOBAL
SEAFOODS Co.,Ltd.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有
する者を含む。）の監査を受けております。

（3）非監査業務の内容
連結子会社における非監査業務の内容は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特

別措置法」に基づく認定申請に係る手続業務です。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると判断した場合

には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査

を遂行するに不十分であると判断する場合、その他必要があると判断する場合には、会計監査人
の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定します。
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6. 会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正
を確保するための体制
当社取締役会は、「内部統制システムの基本方針」を決議しております。当該方針の概要は以

下のとおりです。

①企業理念とキョクヨーグループ企業行動憲章
当社及びグループ会社は以下の企業理念、キョクヨーグループ企業行動憲章を業務遂行にあた

っての基本方針とする。
企業理念：人間尊重を経営の基本に、健康で心豊かな生活と食文化に貢献し社会とともに成長す

ることを目指します。
キョクヨーグループ企業行動憲章：

1. 社会に役立つ総合食品グループとして、安心・安全な商品およびサービスを提供
し、消費者・ユーザーの信頼を獲得します。

2. 法令を遵守し、公正、透明、自由な競争を行い、政治、行政との健全かつ正常な
関係を保ちます。

3. 消費者・ユーザー・株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、
企業情報を積極的かつ公正に開示します。

4. 環境問題への取り組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自
主的、積極的に行動します。

5. 働きやすい環境の整備に努めます。
6. 国際社会の一員として行動し、関係地域の発展に努めます。
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②取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア．コンプライアンス体制の基礎として、企業理念に基づきキョクヨーグループ企業行動憲章
およびコンプライアンス基本規則を定め、当社およびグループ会社の役職員に対しその周知
徹底を図る。
コンプライアンス担当取締役のもと、基本方針に基づきコンプライアンス体制の構築、維
持、向上を具体的に推進する組織として、「監査部」を設置し、グループ全体の横断的なコ
ンプライアンス体制を整備する。

イ．社長を委員長とする「内部監査委員会」は、「内部監査チーム」を編成し当社およびグル
ープ会社のコンプライアンスの状況を監査するとともに、業務の改善を推進する。

ウ．当社およびグループ会社は、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
に、必要に応じて規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。

エ．当社の取締役はグループ全体における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する
重要な事実を発見した場合には直ちに当社の監査役に報告するものとする。

オ．法令違反、その他コンプライアンスに関する事実についてのグループ内通報体制として、
社内のコンプライアンス担当部署長および外部の弁護士事務所を直接の情報受領者とする内
部通報システムを整備し、内部通報者保護規則に基づきその運用を行うものとする。また、
通報結果はコンプライアンス担当取締役を通じて取締役会に報告するとともに、通報者が保
護されるよう体制を整備しております。

カ．当社の監査役はグループ全体のコンプライアンス体制および内部通報システムの運用に問
題があると認めるときは、当社の取締役に対し意見を述べるとともに、改善策の策定を求め
ることができるものとする。

キ．当社およびグループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固
として対決し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないものと
する。このことについて当社およびグループ会社の役職員に周知徹底するとともに、平素よ
り関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織としてすみやかに対処できる体制
を構築する。
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③取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書または電磁的媒体については、文書取扱規則等に基づき、適切か

つ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、定められた保存期間に従い、閲覧可能な
状態を維持することとする。

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．グループ全体のリスク管理についてキョクヨーグループリスク管理基本規則を作成し、グ
ループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理するためのリスク管理体制を整備する。

イ．環境保全リスクについて社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会のもと、グルー
プ全体の環境保全体制を構築、維持、継続させる。

ウ．品質安全リスクについて食品事故及び苦情処理に関する規則等に基づき、食品事故発生時
にはグループ全体ですみやかに対応できる体制を整備する。また、国内、国外の協力工場に
関しては品質・安全についての情報の共有化を進める。

エ．当社およびグループ会社は、災害リスクについて事業継続計画（BCP）を策定し、被災時
においても事業を継続できる体制を整備する。

オ.「内部監査チーム」は、当社およびグループ会社のリスク管理体制を監査し、その結果を
内部監査委員会に報告する。

⑤取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．当社およびグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制の基礎として、取締役会を定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

イ．当社およびグループ会社の取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規則、
りん議規則において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定める。

ウ．中期経営計画および年次予算を連結ベースで作成し、グループ各社が出席する会議で討議
することにより、情報を共有する。
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⑥当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制ならびに
当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
ア．当社およびグループ会社は、業務の適正を確保するため、必要に応じて業務の実態に対応
した諸規程を定めるものとする。

イ．系列会社管理規則に従ってグループ会社の経営管理を行うとともに、グループ会社は当社
に対して経営上の重要事項を報告するものとする。

ウ．グループ会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、当社のコンプライアンス担当部署に報告するものと
する。当社のコンプライアンス担当部署は直ちに当社の監査役に報告を行うとともに、意見
を述べることができるものとする。当社の監査役は当社の取締役に対し意見を述べるととも
に、改善策の策定を求めることができるものとする。

⑦監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事
項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア．当社の監査役の職務の補助は監査役会事務局が担当するものとする。
イ．当社の監査役から監査業務に関し必要な命令を受けた使用人は、その命令に関し当社の取
締役その他の指揮命令を受けない。

⑧当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制ならびにその他監
査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．当社およびグループ会社の役職員が当社の監査役に対して、法定の事項に加え、当社およ
びグループ会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、内部監査の実施状況、内部通
報システムによる通報状況等についてすみやかに報告する体制を整備する。前記に関わら
ず、当社の監査役はいつでも必要に応じて、当社およびグループ会社の役職員に対して報告
を求めることができることとする。

イ．内部通報者保護規則により、内部通報システムの適切な運用を維持することにより、法令
違反、その他コンプライアンス上の問題について当社の監査役への適切な報告体制を確保す
るものとする。

ウ．当社およびグループ会社は、当社の監査役へ報告を行った当社およびグループ会社の役職
員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

エ．当社の監査役がその職務の執行に係る費用の前払い等を請求したときは、担当部署におい
て審議の上すみやかに当該費用または債務を処理するものとする。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は「内部統制システムの基本方針」に基づき、体制の整備とその適切な運用に努めていま

す。当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりです。

①コンプライアンスに対する取組み
監査部が当社グループのコンプライアンス体制を整備するとともに、監査部長が当社及びグル

ープ会社の役職員に向けてコンプライアンスの徹底に関する通達を発信し、コンプライアンス意
識の向上に努めています。
また、当社及びグループ会社を対象として、監査部長及び外部顧問弁護士を窓口とする内部通

報システムを設置・運用しています。

②職務執行の適正性や効率性
取締役会は社外取締役５名を含む取締役14名で構成されています。当事業年度においては取

締役会を16回開催し、会社の重要事項について、法令及び定款に基づき審議、決定しています。
また取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規則、りん議規則においてその責

任者と執行手続きの詳細について定めており、組織的かつ効率的な運営を図っています。

③リスク管理体制
リスク管理の総括部署である経営管理部が定期的に当社グループ全体のリスク情報を取りまと

め、コンプライアンス担当取締役を通じ、全役員に資料を配布し、情報を共有しています。
また内部監査チームが当社及びグループ会社を対象に内部監査を実施し、監査結果を内部監査

委員会に報告しています（当事業年度は内部監査委員会を12回開催）。内部監査の指摘事項につ
いては、内部監査委員会事務局が被監査部署に改善計画の提出を求め、その進捗状況を内部監査
委員会に報告しています。
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④グループ会社における業務の適正の確保
グループ会社への取締役及び監査役の派遣、内部監査チームによる内部監査の実施等を通じ、

グループ会社の業務の適正の確保に努めています。
また当社はグループ会社の経営上の重要事項について報告を受けています。

⑤監査役監査の実効性確保
監査役会は、社外監査役２名を含む監査役４名で構成されています。当事業年度においては監

査役会を16回開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っていま
す。
また監査役は内部監査委員会事務局から内部監査の実施状況の報告を受けるほか、外部会計監

査人と適宜協議を行うなど、監査の実効性向上を図っております。

（3）会社の支配に関する基本方針
当社は株式会社の支配に関する基本方針として『当社株式の大規模買付行為への対応方針(買

収防衛策)』を定めており、2023年6月27日開催の第100回定時株主総会において、本定時株主
総会終結の時まで継続することをご承認いただいております。
当該方針の概要は下記のとおりです。なお詳細につきましては当社ホームページ掲載の「当社

株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」本文をご参照くだ
さい。
（https://www.kyokuyo.co.jp/files/202305122.pdf）

なお、当社は、『当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)』について、本定時株
主総会終結の時をもって有効期限を迎えるところ、2026年５月15日開催の取締役会において、
これを継続せず、その有効期限をもって廃止することを決議しております。
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①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社

の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定す
るものではなく、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値

のさまざまな源泉、並びに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えて
おります。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提

案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不
適切であると考えます。
そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が現れた

場合は、買付者に買付の条件並びに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を
提供させ、当社取締役会や、必要な場合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が
代替案を提案するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当
社取締役会の責務であると考えております。

②基本方針の実現に資する取組み
当社は、上記基本方針に照らし、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組み

として、次の施策を実施しております。
ア．中期経営計画の策定

当社は、当社の企業価値、株主共同の利益を向上させるため、2024年度から2026年度
までの３ヵ年の中期経営計画『Gear Up Kyokuyo 2027』を策定しました。“食文化に貢
献し、社会とともに成長する” 企業理念を着実に実現し、企業価値の向上を図っていくた
め、「魚を中心に、食で人と暮らしと地球によりそう サステナブルな世界へ」を企業のパ
ーパスとし、「事業基盤」の拡充、「財務基盤」と「ステークホルダーとのパートナーシッ
プ」の強化に努めながら、事業を推進してまいります。

イ．コーポレート・ガバナンスの強化
当社は企業統治（コーポレート・ガバナンス）に関しては、公正な経営を維持することが

基本であると考えております。取締役会・監査役会・会計監査人による監査など法律上の機
能に加え、内部統制機能の強化により経営の透明性向上とコンプライアンスを徹底し、経営
環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することで、コーポレート・ガバナンスの強
化に努めております。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止する取組み
当社取締役会は、上記の基本的な考え方に立ち、大規模買付者が取締役会に対して事前に必要

かつ十分な情報提供をし、取締役会による一定の検討時間が経過した後に大規模買付行為を開始
するといった一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に
対して大規模買付ルールの遵守を求めます。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。当該買

付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。ただし、買収
行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的
に対抗措置を取ることがあります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合に
は、具体的な買付方法の如何にかかわらず、対抗措置をとり買収行為に対抗する場合がありま
す。具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、その内容につきまして速やかに開示いた
します。
本プランの有効期限は本定時株主総会終結の時までとなっておりますが、有効期限の満了前で

あっても、株主総会あるいは取締役会において本プランを変更、廃止する旨の決議が行われた場
合は、その時点で変更、廃止されるものとします。本プランについて変更、廃止等の決定を行っ
た場合には、その内容につきまして速やかに開示いたします。
本プランにおける対抗措置の発動等の判断に際しては、当社の業務執行から独立している委員

で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。
なお、取締役会は、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうも

のではなく、かつ当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
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（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する適切な利益還元を経営の重要な課題のひとつと位置付けており、企業体

質の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実を図るとともに、安定配当を継続し
つつも、中長期的な利益成長による配当水準の向上を目指します。
当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことがで

きる旨を定款で定めておりますが、当期の期末配当につきましては１株当たり150円の普通配当
といたしたく、本定時株主総会にお諮りいたします。

（注）本事業報告中に記載の金額について、表示単位未満は切り捨て、比率は四捨五入により表示しております。
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連結貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産 156,706

現 金 及 び 預 金 11,047
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 39,212
商 品 及 び 製 品 64,465
仕 掛 品 5,966
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 18,980
そ の 他 17,044
貸 倒 引 当 金 △10

固 定 資 産 57,422
有 形 固 定 資 産 28,950
建 物 及 び 構 築 物 12,604
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 6,806
船 舶 1,941
土 地 6,214
リ ー ス 資 産 208
建 設 仮 勘 定 449
そ の 他 724

無 形 固 定 資 産 1,905
の れ ん 1,008
リ ー ス 資 産 36
そ の 他 859

投 資 そ の 他 の 資 産 26,567
投 資 有 価 証 券 21,269
繰 延 税 金 資 産 635
退 職 給 付 に 係 る 資 産 614
そ の 他 5,641
貸 倒 引 当 金 △1,593
資 産 合 計 214,128

科 目 金 額
（負 債 の 部）

流 動 負 債 98,822
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 14,496
短 期 借 入 金 41,172
コマーシャル・ペーパー 20,000
リ ー ス 債 務 190
未 払 法 人 税 等 2,062
賞 与 引 当 金 1,227
役 員 賞 与 引 当 金 5
未 払 金 9,998
そ の 他 9,667

固 定 負 債 36,438
長 期 借 入 金 30,440
リ ー ス 債 務 299
繰 延 税 金 負 債 4,525
特 別 修 繕 引 当 金 109
株 式 給 付 引 当 金 3
役 員 株 式 給 付 引 当 金 255
退 職 給 付 に 係 る 負 債 757
資 産 除 去 債 務 15
そ の 他 31
負 債 合 計 135,260
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 63,189
資 本 金 7,527
資 本 剰 余 金 3,265
利 益 剰 余 金 53,013
自 己 株 式 △617

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 14,147
その他有価証券評価差額金 11,263
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 194
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,235
退職給付に係る調整累計額 1,453

非 支 配 株 主 持 分 1,531
純 資 産 合 計 78,868

負 債 及 び 純 資 産 合 計 214,128
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 334,612
売 上 原 価 293,266

売 上 総 利 益 41,346
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 30,614

営 業 利 益 10,731
営 業 外 収 益

受 取 利 息 73
受 取 配 当 金 323
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 8
受 取 保 険 金 130
そ の 他 384 920

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,424
為 替 差 損 9
そ の 他 186 1,621

経 常 利 益 10,031
特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益 65
国 庫 補 助 金 等 収 入 216
受 取 保 険 金 96
投 資 有 価 証 券 売 却 益 13
受 取 和 解 金 9 401

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 39
災 害 に よ る 損 失 21
固 定 資 産 圧 縮 損 213
商 品 回 収 関 連 損 失 114
そ の 他 3 392
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 10,040

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,548
法 人 税 等 調 整 額 △40 3,507

当 期 純 利 益 6,532
非支配株主に帰属する当期純損失(△ 損失) △308
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 6,841

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025年４月１日残高 7,527 3,265 47,725 △616 57,902
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,554 △1,554
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6,841 6,841

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 5,287 △0 5,286
2026年３月31日残高 7,527 3,265 53,013 △617 63,189

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2025年４月１日残高 6,326 △77 1,425 938 8,613 1,840 68,355
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,554
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6,841

自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 4,936 272 △190 515 5,534 △309 5,225

当 期 変 動 額 合 計 4,936 272 △190 515 5,534 △309 10,512
2026年３月31日残高 11,263 194 1,235 1,453 14,147 1,531 78,868

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等】
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の状況

連結子会社の数 36社
主要な連結子会社の名称
キョクヨー秋津冷蔵㈱、極洋商事㈱、極洋食品㈱、極洋水産㈱、キョクヨー総合サービス

㈱、キョクヨーフーズ㈱、キョクヨーマリンファーム㈱、㈱ジョッキ、キョクヨーマリン愛
媛㈱、極洋フレッシュ㈱、海洋フーズ㈱、インテグレート・システム㈱、指宿食品㈱、㈱エ
ィペックス・キョクヨー、㈱クロシオ水産、太平洋スキャロップ㈱、Kyokuyo America
Corporation、青島極洋貿易有限公司、Kyokuyo Europe B.V.、KYOKUYO GLOBAL
SEAFOODS Co.,Ltd.、Kyokuyo Vina Foods Co.,Ltd.、Ocean`s Kitchen Property
Management LLC、KOCAMAN BALIKÇILIK İHRACAT VE İTHALAT TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ、North Seafood Holding B.V.、Engelsviken Canning Denmark
A/S他11社
なお、当連結会計年度において、株式の新規取得により２社、新規設立により１社を連結の
範囲に含めております。

（２）非連結子会社の状況
非連結子会社の名称 Kocaman Balıkçılık Ulus. Nak.And Tic Ltd Sti
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても連結計算書類に及ぼす影響が
軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した関連会社の数 １社

持分法を適用した関連会社の名称
佛山市秋津貿易有限公司

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
Kocaman Balıkçılık Ulus. Nak.And Tic Ltd Sti他４社

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類
に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。
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（３）持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項
決算日が連結決算日と異なる会社について、当該会社の直近の事業年度に係る計算書類を

使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Kyokuyo America Corporation、青島極洋貿易有限公司、

Kyokuyo Europe B.V.、KYOKUYO GLOBAL SEAFOODS Co.,Ltd.、Kyokuyo Vina
Foods Co.,Ltd.、Ocean`s Kitchen Property Management LLC 、KOCAMAN
BALIKÇILIK İHRACAT VE İTHALAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ、North Seafood
Holding B.V. 、Engelsviken Canning Denmark A/S他9社の決算日は12月末日であり
ます。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日までに生じた
重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券 市場価格のない株式等以外の

もの
時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定しておりま
す。）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産 主として総平均法による原価法

なお、収益性の低下した棚卸資産については、帳簿価額を切下げ
ております。
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（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を除く）

主として定額法によっております。

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ
ております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって
おります。

(３) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しておりま
す。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支出に備えるため、当社及び国内連結子会社は、
支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員の賞与の支出に備えるため、当連結会計年度に負担するべき
額を計上しております。

④ 特別修繕引当金 船舶の特別修繕に要する費用の支出に備えるため、将来の修繕見
積額に基づき計上しております。

⑤ 株式給付引当金 雇用型執行役員株式給付規程に基づく当社の執行役員への当社株
式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務
の見込額に基づき計上しております。

⑥ 役員株式給付引当金 取締役株式給付規程に基づく当社の取締役（社外取締役を除く）
への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株
式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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（４）収益及び費用の計上基準
商品又は製品の販売に係る収益は、顧客との水産物等の販売契約に基づいて商品又は製品

を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点に
おいて、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で
収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第30号2021年３月26日。以下「収益認識適用指針」という。）第98項に定める代替
的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の
支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、原則として出荷時に収
益を認識しております。
売上リベート等のある取引については、契約等に従って、取引の対価の変動部分の額を見

積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める方
法にて収益を計上しております。

（５）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から
費用処理することとしております。過去勤務費用は、その発生時に処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(６) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 重要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引に

ついては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例処理
によっております。
② のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、金額に重要性が乏しい場合を除き、合理的な見積に基づき、発

生年度より20年以内で均等償却しております。
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５．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損

(１) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 28,950 百万円
無形固定資産 1,905 〃

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、減損損失の算定に当たり、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フ

ローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグループ化
を行っております。
固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グル

ープから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産には、カニ風味かまぼこ

の製造・販売を行う米国の連結子会社であるOcean's Kitchen Corporationの資産グルー
プに係る有形固定資産4,467百万円が含まれております。同グループは、減損の兆候が識別
されたため、減損損失の認識の要否の判定を行っております。減損損失の認識の要否の判定
において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産
の帳簿価額を上回ったことから、当該資産グループの減損損失の認識は不要と判断しており
ます。
同様に、連結貸借対照表に計上されている有形固定資産及び無形固定資産には、白身魚等

の水産物の加工・販売を行うオランダの連結子会社であるNorthseafood Holland B.V.の
資産グループに係る有形固定資産1,674百万円及び無形固定資産341百万円が含まれており
ます。同グループは、減損の兆候が識別されたため、減損損失の認識の要否の判定を行って
おります。減損損失の認識の要否の判定において、当該資産グループから得られる割引前将
来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回ったことから、当該資産グループ
の減損損失の認識は不要と判断しております。
割引前将来キャッシュ・フローの総額は、経営者によって承認された翌期以降の事業計画

に基づいて見積もられ、当該事業計画には重要な仮定である販売数量並びにその他の仮定等
である販売単価、変動費率及び固定費等が含まれております。また、割引前将来キャッシ
ュ・フローの総額に含まれる正味売却価額は、不動産鑑定評価額を基礎として算定しており
ます。
上述の見積りについては、入手可能な情報に基づき、合理的に判断しておりますが、当該

割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りに用いている仮定が実際と異なることによ
り、割引前将来キャッシュ・フローの総額が減少した場合、翌連結会計年度の連結計算書類
において減損損失が発生する可能性があります。
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６. 表示方法の変更に関する注記

(１) 連結貸借対照表
前連結会計年度において流動資産の「商品及び製品」に含めていたものの一部について当

社グループ内における利用状況を踏まえ、より実態に即した区分とするために、当連結会計
年度より「原材料及び貯蔵品」に含めて表示することとしました。この表示方法の変更を反
映させるため、前連結会計年度の連結計算書類の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表に表示しておりました「商品及び製品」

62,312百万円、「原材料及び貯蔵品」7,855百万円は、「商品及び製品」58,052百万円、
「原材料及び貯蔵品」12,115百万円として組み替えております。

(２) 連結損益計算書
前連結会計年度において区分掲記しておりました「補助金収入」（前連結会計年度90百万

円）については、金額が僅少となったため、当連結会計年度は営業外収益の「その他」に含
めて表示しております。

７．収益認識に関する注記
（１）収益の分解

（単位：百万円）

水産事業 生鮮事業 食品事業 物流
サービス その他 合計

地域別
日本 142,803 69,180 65,520 1,737 581 279,823
アジア 29,060 2,543 8 ― ― 31,612
その他 23,175 1 0 ― ― 23,176

顧客との契約から生
じる収益 195,039 71,725 65,528 1,737 581 334,612

外部顧客への売上高 195,039 71,725 65,528 1,737 581 334,612

（２）収益を理解するための基礎となる情報
「会計方針に関する事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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８．追加情報
取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度

当社は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員を対象に、中長期的視野をもって、
業績 の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式
報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。

① 取引の概要
本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株

式を取得し、当該信託を通じて取締役及び執行役員に対して、当社が定める役員報酬に係
る取締役株式給付規程及び雇用型執行役員株式給付規程に従って、業績達成度、業績貢献
度に応じて当社株式を給付する業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役及び執行役
員が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役及び執行役員の退任時となりま
す。

② 信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
取締役への交付については「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第30号2015年３月26日）に準じております。
③ 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により
純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿
価額及び株式数は、285百万円及び76,547株であります。
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【連結貸借対照表関係注記】
１．担保資産及び担保付債務
（１）担保に供している資産

売掛金 587百万円
建物及び構築物 1 〃

計 588 〃

（２）担保設定の原因となる債務
短期借入金 162百万円
長期借入金 23 〃

計 185 〃
※上記のほか、32百万円の定期預金を銀行保証債務の担保として差し入れています。

２．有形固定資産減価償却累計額 34,415百万円

３．圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、

次のとおりであります。
圧縮記帳額 2,355百万円
（うち、建物及び構築物） 1,315 〃
（うち、機械装置及び運搬具） 1,016 〃
（うち、船舶） 5 〃
（うち、その他） 17 〃
（うち、ソフトウェア） 0 〃

４．保証債務及び手形遡求債務等
手形遡求債務

輸出信用状付荷為替手形銀行間未決済残高 243百万円
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【連結株主資本等変動計算書関係注記】
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式数
普 通 株 式 12,078,283 ― ― 12,078,283

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会 普通株式 1,554 130 2025年３月31日 2025年６月26日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの
2026年６月24日開催の定時株主総会において、次の議案を付議いたします。

株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当金の原資 １株当たり

配当額（円） 基 準 日 効力発生日

普通株式 1,793 利益剰余金 150 2026年３月31日 2026年６月25日
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【金融商品関係注記】
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用について短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入に
より資金を調達しております。受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程
に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式
については四半期ごとに時価の把握を行っております。借入金の使途は運転資金及び設備資金
であります。なお、デリバティブは、社内管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしており
ます。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日（当連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、以下のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額
391百万円）は、「その他有価証券」には含めておりません。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（※2） 時価（※2） 差額

（1）投資有価証券
その他有価証券 20,877 20,877 ―

（2）長期借入金（※３） (41,993) (41,379) △614
（3）デリバティブ取引（※４） 284 284 ―
（※１）「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「コ

マーシャル・ペーパー」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※２）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（※３）一年内返済長期借入金を含めております。
（※４）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については( )で示しております。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 20,877 ― ― 20,877

デリバティブ取引 ― 284 ― 284

（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 ― 41,379 ― 41,379

短期借入金のうち一年内返済長期借入金を長期借入金に含めております。



65

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２

の時価に分類しております。金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている
長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記
載しております（下記「長期借入金」参照）。
長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連

結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似している
と考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、元利金の合
計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により時
価を算定しております。これらについては、レベル２の時価に分類しております。なお、一部
の変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（上記「デリバテ
ィブ取引」参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定し
ております。

【１株当たり情報関係注記】
１．１株当たり純資産額 6,511円31銭
２．１株当たり当期純利益 576円2銭

【重要な後発事象に関する注記】
米国カニカマ事業の合弁解消及び相手先による当社株式の取得

当社は、2026年５月15日開催の取締役会において、Great Ocean Group Holding
LLC(本社：米国ワシントン州 以下、GOGH社)との米国カニカマ事業の合弁を解消するこ
と、及びGOGH社と同一のグループ会社であるLS Stream Ltd.(本社：シンガポール 以下、
LS社)による当社株式の取得に同意することを決議いたしました。

１．米国カニカマ事業の合弁解消について
（１）合弁解消の理由

当社100％子会社であるKyokuyo America Corporation(本社：米国ワシントン州 以
下、KAMEC社)とGOGH社は、米国カニカマ事業の資産管理会社であるOceanʼs Kitchen
Property Management LLC(本社：米国ワシントン州 以下、OKPM社)に出資し、米国
カニカマ事業を共同で運営しておりました。
このたび、GOGH社から「OKPM社に投資している資金を当社への出資に振り替えたい」
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という申し入れがあり、GOGH社との協議を踏まえ、合意に至りました。

（２）合弁解消の内容等
GOGH社がOKPM社に出資している30％の持分をKAMEC社が5.4百万米ドルで取得し、

OKPM社がKAMEC社の100％子会社となることにより、米国カニカマ事業の合弁契約を解
消します。なお、米国カニカマ事業は引き続きGOGH社の協力を仰ぎながら、当社単独の
事業として継続致します。

（３）合弁解消の日程
2026年５月15日

（４）非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
現時点において確定しておりません。

２．相手先による当社株式の取得の内容等
（１）取得の理由

GOGH社がOKPM社に投資している資金を当社への出資に振り替えるためであります。

（２）取得の内容
① 相手方に新たに取得される当社株式の数および発行済株式数に対する割合
取得価額10.5百万米ドル相当
なお、１ドル160円、株価5,000円の前提で株式数は336,000株、発行済株式数に対する

割合は2.78％となります。
② 当社株式の取得方法
特に定めはございませんが、市場買付を予定しております。

③ 当社株式の取得完了時期
2026年５月15日以降、市場の影響等を考慮した段階的な取得を予定しており、最終的な

取得完了時期は2029年４月末頃となる見込みです。

３．連結業績に及ぼす影響
当期以降の連結業績に与える影響は、軽微であります。

【その他の注記】
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
（資 産 の 部）

流 動 資 産 128,436
現 金 及 び 預 金 6,296
売 掛 金 36,214
商 品 及 び 製 品 55,940
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 6
前 渡 金 6,831
前 払 費 用 289
短 期 貸 付 金 179
未 収 入 金 18,559
未 収 消 費 税 等 305
預 け 金 3,937
そ の 他 371
貸 倒 引 当 金 △496

固 定 資 産 38,686
有 形 固 定 資 産 7,056
建 物 2,752
構 築 物 211
機 械 装 置 1,553
船 舶 105
車 両 運 搬 具 3
工 具、 器 具 及 び 備 品 320
土 地 2,002
リ ー ス 資 産 92
建 設 仮 勘 定 13

無 形 固 定 資 産 483
商 標 権 0
ソ フ ト ウ ェ ア 442
リ ー ス 資 産 35
そ の 他 5

投 資 そ の 他 の 資 産 31,146
投 資 有 価 証 券 20,745
関 係 会 社 株 式 5,754
出 資 金 27
関 係 会 社 出 資 金 1,449
長 期 貸 付 金 753
破 産 更 生 債 権 等 1,593
差 入 保 証 金 641
そ の 他 1,773
貸 倒 引 当 金 △1,593
資 産 合 計 167,122

科 目 金 額
（負 債 の 部）

流 動 負 債 79,248
買 掛 金 13,341
前 受 金 13
賞 与 引 当 金 773
未 払 金 6,318
預 り 金 8,999
未 払 費 用 388
リ ー ス 債 務 68
短 期 借 入 金 17,150
一年内返済長期借入金 9,857
コマーシャル・ペーパー 20,000
未 払 法 人 税 等 1,630
そ の 他 707

固 定 負 債 26,881
長 期 借 入 金 20,696
関係会社事業損失引当金 303
株 式 給 付 引 当 金 3
役 員 株 式 給 付 引 当 金 255
退 職 給 付 引 当 金 1,507
繰 延 税 金 負 債 3,992
リ ー ス 債 務 78
そ の 他 45
負 債 合 計 106,129
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 49,552
資 本 金 7,527
資 本 剰 余 金 3,255
資 本 準 備 金 2,605
そ の 他 資 本 剰 余 金 650

利 益 剰 余 金 39,386
利 益 準 備 金 673
そ の 他 利 益 剰 余 金 38,712
別 途 積 立 金 1,560
繰 越 利 益 剰 余 金 37,152

自 己 株 式 △617
評 価 ・ 換 算 差 額 等 11,440
その他有価証券評価差額金 11,245
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 194
純 資 産 合 計 60,993

負 債 及 び 純 資 産 合 計 167,122
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 296,097
売 上 原 価 260,459

売 上 総 利 益 35,637
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 25,765

営 業 利 益 9,871
営 業 外 収 益

受 取 利 息 123
受 取 配 当 金 447
為 替 差 益 221
雑 収 入 179 972

営 業 外 費 用
支 払 利 息 846
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 138
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 △165
雑 支 出 39 859

経 常 利 益 9,985
特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益 0
国 庫 補 助 金 等 収 入 143
受 取 保 険 金 96
投 資 有 価 証 券 売 却 益 13 253

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 7
関 係 会 社 株 式 評 価 損 1,339
固 定 資 産 圧 縮 損 142
商 品 回 収 関 連 損 失 114 1,603
税 引 前 当 期 純 利 益 8,635

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,783
法 人 税 等 調 整 額 106 2,890

当 期 純 利 益 5,744
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2025 年４月１日残高 7,527 2,605 650 3,255
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ―
当 期 純 利 益 ―
自 己 株 式 の 取 得 ―
自 己 株 式 の 処 分 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ―
2026年３月31日残高 7,527 2,605 650 3,255

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計別途積立金 繰越利益

剰余金
2025 年４月１日残高 673 1,560 32,962 35,195 △616 45,362
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,554 △1,554 △1,554
当 期 純 利 益 5,744 5,744 5,744
自 己 株 式 の 取 得 ― △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 ― ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 4,190 4,190 △0 4,190
2026年３月31日残高 673 1,560 37,152 39,386 △617 49,552
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評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等
合計

2025 年４月１日残高 6,286 △77 6,208 51,571
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― △1,554
当 期 純 利 益 ― 5,744
自 己 株 式 の 取 得 ― △0
自 己 株 式 の 処 分 ― ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 4,959 272 5,231 5,231

当 期 変 動 額 合 計 4,959 272 5,231 9,421
2026年３月31日残高 11,245 194 11,440 60,993

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
子会社株式及び
関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券 市場価格のない株式等以外の
もの

時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定しておりま
す。）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産 総平均法による原価法

なお、収益性の低下した棚卸資産については帳簿価額を切下げて
おります。

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定額法によっております。

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ
ております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって
おります。

（３）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しておりま
す。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上して
おります。

③ 関係会社事業損失
引当金

関係会社の事業損失に備えるため、当該会社の財政状態及び経営
成績等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
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④ 株式給付引当金 雇用型執行役員株式給付規程に基づく当社の執行役員への当社株
式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見
込額に基づき計上しております。

⑤ 役員株式給付引当金 取締役株式給付規程に基づく当社の取締役（社外取締役を除く）
への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給
付債務の見込額に基づき計上しております。

⑥ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであ
ります。
ａ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によ
っております。

ｂ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理する
こととしております。過去勤務費用は、その発生時に処理して
おります。

（４）収益及び費用の計上基準
商品の販売に係る収益は、顧客との水産物等の販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義

務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に
対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。なお、
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年３月26日。
以下「収益認識適用指針」という。）第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内
の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、原則として出荷時に収益を認識しております。
売上リベート等のある取引については、契約等に従って、取引の対価の変動部分の額を見

積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める方
法にて収益を計上しております。又、有償支給取引について、収益認識適用指針第104項に
定める取扱いに従い、支給品の引渡時に当該支給品の消滅を認識しております。
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（５）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引
については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例
処理によっております。

② 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会

計処理の方法と異なっております。

２．表示方法の変更に関する注記
損益計算書関係
前事業年度において区分掲記しておりました「受取保険金」（当事業年度76百万円）につ

いては、金額が僅少となったため、当事業年度は営業外収益の「雑収入」に含めて表示して
おります。

３．会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 5,754百万円
関係会社株式評価損 1,339百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式については、取得原価をもって貸借対照表価額としており

ますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく低下したときに
は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評
価損を認識しております。
関係会社株式の実質価額の算定にあたっては、関係会社の保有する固定資産に関する減

損損失の認識の要否を考慮しております。固定資産の減損損失の認識の要否における割引
前将来キャッシュ・フローの総額は、経営者によって承認された翌期以降の事業計画に基
づいて見積もられ、当該事業計画には重要な仮定である販売数量並びにその他の仮定等で
ある販売単価、変動費率及び固定費等が含まれます。
上述の見積りについては、入手可能な情報に基づき、合理的に判断しておりますが、当

該割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りに用いている仮定が実際と異なる場合、
翌事業年度の計算書類に影響を与える場合があります。
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４．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。

５．追加情報
取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度
取締役及び執行役員に対する業績連動型の株式報酬制度の導入に関する注記については、

連結注記表 「８．追加情報」に記載しているため、省略しております。
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６．貸借対照表に関する事項
（１）有形固定資産減価償却累計額 8,754百万円
（２）圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳
は、次のとおりであります。

圧縮記帳額 1,518百万円
(うち、建物） 945 〃
(うち、構築物） 18 〃
(うち、機械装置） 551 〃
(うち、工具、器具及び備品） 2 〃

（３）保証債務及び手形遡求債務等
① 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
KYOKUYO EUROPE B.V. 8,308百万円
Kyokuyo America Corporation 3,574 〃
KYOKUYO GLOBAL SEAFOODS Co.,Ltd 3,248 〃
そ の 他 3,117 〃

計 18,249 〃

② 手形遡求債務
輸出信用状付荷為替手形銀行間未決済残高 243百万円

（４）関係会社に対する金銭債権債務
① 短期金銭債権 19,840百万円
② 長期金銭債権 ー 〃
③ 短期金銭債務 13,765 〃
④ 長期金銭債務 13 〃
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７．損益計算書に関する事項
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 26,256百万円
仕入高等 85,623百万円

営業取引以外の取引高 533百万円

８．株主資本等変動計算書に関する事項
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 201,000株

（注）当事業年度末日の自己株式数には、役員及び執行役員向け株式給付信託が所有する当社株式を含めており
ます。

９．税効果会計に関する事項
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金の否認、賞与引当金の否認等であり、

繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額であります。
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10．関連当事者との取引に関する事項
子会社及び関連会社等

種類 名称
議決権等
の所有

（被所有）割合
関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（注１） 科目 期末残高

％ 百万円 百万円

子会社 極洋食品株式会社
所有
直接90.0
間接10.0

原料の有償
支給
製品の仕入
役員の兼任

原料の有償支給
（注２） 17,709 未収入金 4,304

製品仕入
（注２） 26,449 買掛金 2,835

子会社 極洋水産株式会社 所有
直接100.0

製品の加工
委託
役員の兼任

資金の預り
（注３） ― 預り金 3,667

利息の支払
（注３） 40 ― ―

子会社 Kyokuyo
Europe B.V.

所有
直接100.0

商品の販売
商品の仕入
役員の兼任

債務保証
（注4） 8,308

― ―
保証料の受入
（注4） 6

子会社
Kyokuyo
America

Corporation
所有
直接100.0

商品の販売
商品の仕入
役員の兼任

債務保証
（注4） 3,574

― ―
保証料の受入
（注4） 4

子会社
KYOKUYO
GLOBAL

SEAFOODS
Co.,Ltd.

所有
直接100.0

原料の有償
支給
製品の仕入
役員の兼任

原料の有償支給
（注２） 5,141 未収入金 3,694

債務保証
（注4） 3,248

― ―
保証料の受入
（注4） 5

子会社 Kyokuyo Vina
Foods Co.,Ltd

所有
直接100.0

原料の有償
支給
製品の仕入

債務保証
（注4） 1,812

― ―
保証料の受入

（注4） 2

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。
（注２）原料の有償支給及び製品の仕入については、原価等を勘案し両者協議のうえで決定し

ております。
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（注３）資金の預りについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。な
お、頻繁に発生する取引のため、取引金額の記載を省略しております。

（注４）金融機関からの借入に対して債務保証を行ったものであり、取引実勢を勘案して保証
料を決定しております。なお、取引金額には債務保証の期末残高を記載しておりま
す。

11．１株当たり情報に関する事項
（１）１株当たり純資産額 5,135円 28銭
（２）１株当たり当期純利益 483円 69銭

12．重要な後発事象に関する注記
重要な後発事象に関する注記については、連結注記表 「重要な後発事象に関する注記」

に同一の内容を記載しているため、省略しております。

13．連結配当規制適用会社
当社は、当事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社とな

ります。

14．その他の注記
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月22日
株式会社 極 洋
取 締 役 会 御中

井 上 監 査 法 人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 映 男
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 吉 松 博 幸
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 村 光

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社極洋の2025年４月１日から2026年３月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社極洋及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月22日
株式会社 極 洋
取 締 役 会 御中

井 上 監 査 法 人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 映 男
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 吉 松 博 幸
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 村 光

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社極洋の2025年４月１日から2026

年３月31日までの第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第103期事業年度における取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、
井上監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118
条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので
はなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月29日
株式会社 極 洋 監査役会

常勤監査役
社外監査役 佐 々 木 力㊞
常勤監査役
社外監査役 福 嶌 茂㊞

監査役 傍 島 康 之㊞
監査役 鈴 木 淳 二㊞

以 上
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

※株主総会ご出席株主様へのお土産のご提供を取り止めさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

当日は、公共交通機関等をご利用
いただきますようお願い申し上げます。

株主総会会場
ご 案 内 図

会 場

交通機関と
所 要 時 間


